
松江市では、本市の魅力を発信するとともに、財源を確保するため、ふるさと納税
による寄附を広く募っています。5,000円以上寄附された市外在住の方に対して、返
礼品として本市自慢の特産品などを進呈しています。

ふるさと納税を通じて本市を盛り上げたいと思っています！
私たちと一緒に、魅力ある商品を全国へ発信しませんか？

こんな返礼品を募集しています

返礼品は国の地場産品基準を満たしていることが条件となっています。
たとえば…
■松江市内で生産、加工、製造されている商品及び農産物など
・市内で生産された米や野菜、またはそれらの詰め合わせ
・市内で生産された果物を市外の工場で加工したジュース
・市外で生産された原材料を使って市内で加工・製造した食品や工芸品 など

■松江市内における観光、体験又は宿泊を目的としたサービス
・市内のホテルや旅館での宿泊プラン
・市内の旅館での宿泊と観光スポット巡りを組み合わせたプラン
・市内で提供する蕎麦打ち体験プラン
・市内の飲食店で使える食事券 など

上記以外にも条件がありますので詳しくはお問合せください。

対象事業者

■市内に事業所がある法人や個人事業主、生産者
■市外に事業所があるが、本市をPRする商品等を取り扱う事業者

メリット

■返礼品は、ポータルサイト(「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、及び
「ふるなび」)へ掲載します。通常ＥＣサイトへの掲載は出展料や手数料等がかかりますが、ふるさ
と納税返礼品の場合、これらの負担は一切かかりません（本市が負担します）。

■送料も本市が負担します。（規格により本市で負担できない場合もあります。）
■本市が発行する寄付者情報が印字された配送伝票を貼り付け、送付していただくだけですので、作業
負担が少ないです。

■ふるさと納税市場は年々拡大しており、自社の商品・サービスの販路拡大やＰＲができます。
■ふるさと納税に参加していただくことで松江市を盛り上げる一員になれます！

【お問合せ・お申込み先】
松江市 産業経済部 商工企画課 特産振興係
〒690-8540 松江市末次町86番地 Tel：0852-55-5519
e-mail：furusato-uketsuke@city.matsue.lg.jp

令和５年度 松江市ふるさと納税

返礼品 を募集しています

事業者の皆様へ



FAQ（よくある質問）

Q2.金額の設定の仕方は？

よくある質問をまとめました。詳しくは松江市商工企画課へお問合せください。

A2.事業者様に返礼品の代金（商品の代金）を決めていただきます。返礼品の代金は1,500円以上（300円
単位）で設定してください。上限額はありません。
なお、寄附金額については、国の基準により、返礼品の代金÷0.3した金額（千円単位）となります。

Q3.事業者側ですることは？

A3.日々の業務は以下のとおりです。
➀寄附者が返礼品を選ぶとシステムで受注内容がわかります。寄付があった場合、毎週火曜日に
メールでお知らせしますので、週に1回以上はシステムにログインし、受注有無を確認していた
だきます。

②注文を確認したら、商品を発送してください。（配送先が印字された伝票を運送会社がお届け
します）

③商品発送後、商工企画課へ請求書を提出してください。月ごとに請求をお願いします。
④ご請求から1か月以内に口座振込で返礼品の代金をお支払いします。

Q4.返礼品提供事業者として何か費用がかかるか？

A4.費用はかかりません。登録料、パンフレット・ポータルサイト掲載料、広告費は本市が負担します。

Q5.ふるさと納税でどれくらい収入を得られるか？

A5.令和３年度で本市から事業者様にお支払いした返礼品の代金（事業者様にとっての収入）の合計は、
約５３０万円が最高額でした。なお、令和２年度の最高額は約２５０万円でした。ふるさと納税の
認知度・注目度の高まりとともに、ふるさと納税の市場は年々拡大しており、工夫次第で売上をの
ばすことができます。近年は巣ごもり需要の影響で、冷凍食品の人気が高まっています。また、ア
ウトドア商品（キャンプ道具等）やサウナ商品の注目が高まっています。
多様な寄附者のニーズに合わせて商品のバリエーションを考えたり、画像で上手くＰＲすることが
ポイントです。

Q1.対象となる事業者は？

A1.地場産品基準を満たす商品を取り扱う事業者様が対象です。
生産者様、スーパーマーケットなどの小売事業者様、ホテルや旅館事業者様、
旅行会社様や体験サービス取扱い事業者様、飲食店様なども対象です。

●国の地場産品基準は、
以下の二次元コードか
ら確認できます。

【お問合せ・お申込み先】
松江市 産業経済部 商工企画課 特産振興係
〒690-8540 松江市末次町86番地 Tel：0852-55-5519 e-mail：furusato@city.matsue.lg.jp
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